
１ 行政文書の開示請求の状況

処 理 の 状 況 （件）
実 施 機 関 件 数

開 示 一部開示 不 開 示 却 下 取 下 げ 検 討 中

１，６５５ １,１１６ ３２５ ７１ ０ １３４ ９知 事 (５) (２) (３)

病 院 事 業 管 理 者 ８ ５ ３ ０ ０ ０ ０

議 会 １１ ８ ２ ２ ０ ０ ０

６２ ３３ ２５ ３ ０ ０ １教 育 委 員 会 (２) (１) (１)

選 挙 管 理 委 員 会 １２ ４ ７ ０ ０ ０ １

人 事 委 員 会 ９ ２ ６ １ ０ ０ ０

監 査 委 員 １ １ ０ ０ ０ ０ ０

労 働 委 員 会 ２ ０ １ １ ０ ０ ０

海区漁業調整委員会 ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０

９８ ２８ ４７警 察 本 部 長 １１ ５ ３ ４
(３) (２) (１)

公 立 大 学 法 人 青 森 １ １ ０ ０ ０ ０ ０
県 立 保 健 大 学

１，８６１ １，２００ ４１６ ８９ ５ １３７ １５計 (１０) (５) (５)

注１ （ ）内の数値は、前年度末に検討中であったものに係る件数であり、いずれも外数である。

２ 不開示の計８９件中、開示請求に係る行政文書を保有していないことを理由とするものは６９件である。

３ １件の開示請求に対して複数の開示決定等をしたものがあるため、件数と処理の状況の合計とは一致しない。



２ 行政文書の開示決定等及び開示請求に係る不作為についての審査請求の状況

⑴ 件数及び処理の状況

処 理 の 状 況 （件）
件 数

認 容 一部認容 棄 却 却 下 取 下 げ 審 理 中

１１９ ０ ０ ０ ０ １ １１８
(１２) (３) (２) (７) (０) (０) (０)

注 （ ）内の数値は、前年度末に審理中であったものに係る件数であり、いずれも外数である。

⑵ 審査請求があった日から青森県情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問した日までの期間が９０日を超えた事案

審査請求があった日から審査会に諮問した日までの期間が９０日を超えた事案は、なかった。

⑶ 審査会からの答申書の配付があった日から裁決を行った日までの期間が６０日を超えた事案

審査会からの答申書の配付があった日から裁決を行った日までの期間が６０日を超えた事案は、なかった。


